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 情報提供用 

  個人情報が掲載されている議案については、当該個人情報に係る部分を省略し、又は加

工しているため、内容の一部、ページ番号又は目次が議案書の原本と異なっている場合が

あります。
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議案第５７号  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例  

（上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。  

  第１６条の５第２項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第１号

中「１００分の９２．５」を「１００分の９７．５」に改める。  

別表第１を次のように改める。  

 別表第１（第３条関係）  

  給料表  

職
員
の
区
分 

  
職務

の級  
１級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  

号給  

  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

給料  

月額  

    円  円  円  円  円  円  円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 146,100 231,500 262,700 291,600 300,500 329,700 359,200 

2 147,200 233,100 265,000 293,900 303,100 332,200 362,300 

3 148,400 234,600 267,300 296,200 305,700 334,700 365,400 

4 149,500 236,200 269,600 298,500 308,300 337,200 368,500 

5 150,600 237,600 271,700 300,800 310,900 339,500 371,600 

6 151,700 239,300 274,000 303,100 313,500 342,000 374,700 

7 152,800 240,800 276,300 305,400 316,100 344,500 377,800 

8 153,900 242,400 278,600 307,700 318,700 347,000 380,900 

9 154,900 243,500 280,700 310,000 321,300 349,300 384,000 
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再

任

用

職

員

以

外

の

職

員 

10 156,300 245,000 283,000 312,300 323,900 351,800 387,100 

11 157,600 246,600 285,300 314,600 326,500 354,300 390,200 

12 158,900 247,900 287,600 316,900 329,100 356,800 393,300 

13 160,100 249,400 289,700 319,200 331,700 359,100 396,400 

14 161,600 250,800 291,900 321,400 334,300 361,600 399,500 

15 163,100 252,100 294,000 323,700 336,900 364,100 402,600 

16 164,700 253,500 296,000 325,900 339,500 366,600 405,700 

17 165,900 255,000 297,900 328,100 342,100 368,900 408,800 

18 167,400 256,500 300,000 330,100 344,700 371,400 411,900 

19 168,900 258,200 302,200 332,300 347,300 373,900 415,000 

20 170,400 260,000 304,200 334,500 349,900 376,400 418,100 

21 171,700 261,600 306,100 336,400 352,500 378,700 421,200 

22 174,400 263,300 308,400 338,600 355,100 381,200 424,300 

23 177,000 264,900 310,600 340,600 357,700 383,700 427,400 

24 179,600 266,500 312,900 342,800 360,300 386,200 430,500 

25 182,200 268,400 315,000 344,600 362,900 388,500 433,600 

26 183,900 270,200 317,100 346,600 365,500 391,000 436,700 

27 185,500 271,900 319,300 348,600 367,900 393,500 439,800 

28 187,200 273,600 321,400 350,600 370,500 396,000 442,900 

29 188,700 275,300 323,300 352,300 372,400 398,300 446,000 

30 190,400 277,000 325,300 354,300 374,900 400,800 449,100 

31 192,200 278,800 327,300 356,100 377,200 403,300 452,200 

32 193,900 280,300 329,300 358,000 379,700 405,800 455,300 

33 195,500 281,800 331,000 359,900 382,100 408,100 458,400 

34 197,300 283,700 333,100 361,800 384,800 410,500 461,500 

35 199,100 285,500 335,100 363,800 387,400 413,000 464,500 

36 200,900 287,400 337,200 365,700 390,100 415,400 467,500 

37 202,400 289,000 338,600 367,700 392,500 417,300 470,500 

38 204,200 290,700 340,500 369,600 394,800 419,600 473,500 

39 206,000 292,500 342,400 371,600 397,000 421,700 476,500 
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40 207,800 294,300 344,300 373,600 399,400 423,900 479,600 

41 209,400 295,800 345,900 375,100 401,200 425,900 482,300 

42 211,200 297,500 347,800 376,900 403,200 428,000 485,400 

43 213,000 299,000 349,700 378,700 405,100 430,100 488,400 

44 214,800 300,600 351,500 380,300 406,900 432,200 491,500 

45 216,200 302,200 353,400 382,100 408,800 433,900 494,200 

46 218,000 303,900 355,200 383,500 410,600 435,700 496,500 

47 219,700 305,500 357,000 385,000 412,400 437,700 498,800 

48 221,500 307,200 358,700 386,600 414,300 439,700 501,100 

49 223,200 308,100 360,100 388,000 416,100 441,600 503,200 

50 224,900 309,600 361,400 389,200 417,600 443,400 504,600 

51 226,500 311,100 362,800 390,400 419,100 445,200 506,100 

52 228,100 312,700 364,200 391,500 420,700 446,900 507,500 

53 229,500 314,300 365,500 392,600 422,300 448,700 508,700 

54 231,200 315,900 366,400 393,800 423,600 450,200  

55 232,800 317,500 367,500 395,000 424,900 451,600  

56 234,400 319,000 368,600 396,100 426,100 453,100  

57 235,400 320,500 369,400 396,800 427,300 454,500  

58 236,900 321,700 370,300 397,500 428,600 455,800  

59 238,300 322,900 371,200 398,200 429,900 457,100  

60 239,500 324,100 372,100 398,900 431,100 458,300  

61 240,700 324,800 373,000 399,500 432,300 459,300  

62 241,900 325,700 373,800 400,100 433,100 460,000  

63 242,900 326,500 374,600 400,600 433,900 460,800  

64 244,100 327,300 375,400 401,000 434,700 461,500  

65 245,400 328,200 376,100 401,400 435,300 462,200  

66 246,400 328,600 376,800 401,700 436,000 463,000  

67 247,600 329,300 377,500 402,000 436,700 463,700  

68 248,900 330,100 378,200 402,300 437,400 464,300  

69 249,800 330,900 378,700 402,600 438,200 464,800  
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70 251,100 331,600 379,300 402,900 439,000 465,400  

71 252,300 332,300 379,900 403,200 439,400 466,000  

72 253,600 333,000 380,600 403,500 440,100 466,600  

73 255,000 333,500 381,000 403,800 440,600 467,100  

74 256,400 334,100 381,700 404,100 441,000   

75 257,600 334,600 382,300 404,400 441,400   

76 258,800 335,200 382,900 404,700 441,800   

77 260,000 335,500 383,300 405,000 442,200   

78 261,200 336,000 383,900 405,300 442,600   

79 262,500 336,400 384,500 405,600 443,000   

80 263,600 336,900 385,100 405,900 443,300   

81 264,700 337,300 385,500 406,100 443,600   

82 265,800 337,800 386,000 406,400 444,000   

83 267,100 338,300 386,500 406,700 444,300   

84 268,400 338,800 387,100 407,000 444,600   

85 269,400 339,100 387,400 407,200 444,900   

86 270,500 339,500 387,800 407,500    

87 271,800 340,000 388,200 407,800    

88 273,100 340,400 388,600 408,000    

89 274,000 340,700 388,900 408,200    

90 275,000 341,100 389,200 408,500    

91 275,900 341,600 389,500 408,800    

92 277,000 342,000 389,800 409,000    

93 278,100 342,200 390,000 409,200    

94  342,600 390,300 409,500    

95  343,100 390,600 409,800    

96  343,500 390,800 410,000    

97  343,700 391,000 410,200    

98  344,100 391,300     

99  344,500 391,600     
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100  344,800 391,800     

101  345,100 392,000     

102  345,500 392,300     

103  345,900 392,600     

104  346,300 392,800     

105  346,800 393,000     

106  347,200      

107  347,600      

108  348,000      

109  348,500      

110  348,900      

111  349,200      

112  349,500      

113  350,000      

再
任
用
職
員 

  215,200 255,200 289,700 315,100 356,800 389,900 441,000 

第２条  上尾市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。  

 第９条の３第１項中「家賃」を「月額１万６，０００円を超える家賃」

に改め、同条第２項中「掲げる額」を「定める額」に改め、同項第１号を

削り、同項第２号中「１万７，５００円を超え２万３，０００円」を「２

万７，０００円」に、「１万１，５００円」を「１万６，０００円」に改

め、同号を同項第１号とし、同項第３号中「２万３，０００円」を「２万

７，０００円」に、「１万６，０００円」を「１万７，０００円」に、

「１万１，５００円」を「１万１，０００円」に改め、同号を同項第２号

とする。  

第１６条の５第２項第１号中「１００分の９７．５」を「１００分の９

５」に改める。  

 （上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）  

第３条  上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２２年上尾

市条例第３号）の一部を次のように改正する。  
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第７条第１項の表１の項中「３７４，０００」を「３７５，０００」に

改める。  

第８条第１項の表給料月額（円）の項中「１７０，１００」を「１７１，

７００」に改める。  

第１０条第４項中「１００分の１６７．５」を「１００分の１７２．５」

に改める。  

第４条  上尾市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。  

第１０条第４項中「１００分の１７２．５」を「１００分の１７０」に

改める。  

   附  則  

（施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第４条並びに

附則第５項の規定は、令和２年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例（次項及び

附則第４項において「改正後の給与条例」という。）別表第１の規定並び

に第３条の規定による改正後の上尾市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例（次項及び附則第４項において「改正後の任期付職員条例」とい

う。）第７条第１項の表及び第８条第１項の表の規定は、平成３１年４月

１日から適用する。  

３  改正後の給与条例第１６条の５第２項第１号の規定及び改正後の任期付

職員条例第１０条第４項の規定は、令和元年１２月１日から適用する。  

（給与の内払）  

４  改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合に

おいては、第１条の規定による改正前の上尾市職員の給与に関する条例又

は第３条の規定による改正前の上尾市一般職の任期付職員の採用等に関す

る条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又

は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。  

（住居手当に関する経過措置）  

５  第２条の規定の施行の日（以下この項において「一部施行日」という。）

の前日において同条の規定による改正前の上尾市職員の給与に関する条例
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第９条の３の規定により住居手当を支給された職員であって、一部施行日

以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅（貸間を含む。）を借り

受け、家賃（使用料を含む。以下この項において同じ。）を支払っている

もののうち、次の各号のいずれかに該当するもの（市規則で定める職員を

除く。）に対しては、一部施行日から令和４年３月３１日までの間、第２

条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例第９条の３の規定

にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額（当該住居手当に係る家

賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市

規則で定める額。第２号において「旧手当額」という。）の住居手当を支

給する。  

(1) 第２条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例第９条の

３第１項に該当しないこととなる職員  

(2) 第２条の規定による改正後の上尾市職員の給与に関する条例第９条の

３第２項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が旧手当

額に達しないこととなる職員  

（市規則への委任）  

６  前２項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規

則で定める。  

 （上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例等の一部改正）  

７  次に掲げる条例の規定中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３

１日」に改める。  

(1) 上尾市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２７年

上尾市条例第４号）附則第２項及び附則第３項  

 (2 ) 上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年上尾市条例第８号）

附則第５項の前の見出し及び附則第６項  
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提案理由  

人事院勧告に準じて、市職員の給与改定を行いたいので、この案を提出

する。  
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議案第５８号  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定

について  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例を次のよう

に定める。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

市長及び副市長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例  

第１条  次に掲げる条例の規定中「１００分の２２２．５」を「１００分の

２２７．５」に改める。  

(1) 市長及び副市長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第２号）  

第５条第２項  

(2) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４４

年上尾市条例第３号）第５条第２項  

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和４４年上尾市条例第５

号）第５条第２項  

第２条  次に掲げる条例の規定中「１００分の２２７．５」を「１００分の

２２５」に改める。  

(1) 市長及び副市長の給与等に関する条例第５条第２項  

(2) 上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第５条第２

項  

(3) 教育委員会教育長の給与等に関する条例第５条第２項  

附  則  

 （施行期日等）  

１  この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和２

年４月１日から施行する。  

２  第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例、上

尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び教育委員会教

育長の給与等に関する条例の規定は、令和元年１２月１日から適用する。  

 （期末手当の内払）  

３  第１条の規定による改正後の市長及び副市長の給与等に関する条例、上
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尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は教育委員会教

育長の給与等に関する条例（以下「改正後の各条例」という。）の規定を

適用する場合においては、第１条の規定による改正前の市長及び副市長の

給与等に関する条例、上尾市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例又は教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支給

された期末手当は、それぞれ改正後の各条例の規定による期末手当の内払

とみなす。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

職員の給与改定に準じて、市長、副市長、議会の議員及び教育長に支給

する期末手当の支給割合を改めたいので、この案を提出する。  
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議案第５９号  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市技能労務職員の給与の種類

及び基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市技能労務職員の給与の種類及び

基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市職員の給与に関する条例及び上尾市技能労務職員の給与の種類

及び基準を定める条例の一部を改正する条例  

 （上尾市職員の給与に関する条例の一部改正）  

第１条  上尾市職員の給与に関する条例（昭和３０年上尾市条例第１４号）

の一部を次のように改正する。  

第１６条の２第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り、同条第４項中「、

若しくは失職し」を削る。  

第１６条の３第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失職した職員

を除く。）」を削り、同条第３号及び第４号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改め

る。  

第１６条の４第１項第１号及び第３項第１号中「禁錮
こ

」を「禁錮」に改

める。  

第１６条の５第１項中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。  

第１７条第６項中「当該各項に」を「これらの規定に」に改め、「、若

しくは地方公務員法第１６条第１号に該当して同法第２８条第４項の規定

により失職し」を削り、「当該各項の」を「それぞれ第２項又は第３項の

規定の」に改める。  

 （上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正）  

第２条  上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（昭和４５

年上尾市条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

第１１条及び第１２条中「、若しくは地方公務員法第１６条第１号に該

当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。  
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   附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

 （経過措置）  

２  令和元年１２月１４日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適

正化等を図るための関係法律の整備に関する法律（令和元年法律第３７号）

第４４条の規定による改正前の地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）

（以下「旧地方公務員法」という。）第１６条第１号に該当して旧地方公

務員法第２８条第４項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉

手当の支給については、第１条の規定による改正後の上尾市職員の給与に

関する条例第１６条の２第１項及び第４項、第１６条の３第２号（同条例

第１６条の５第４項及び第１７条第７項において準用する場合を含む。）、

第１６条の５第１項並びに第１７条第６項並びに第２条の規定による改正

後の上尾市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例第１１条及び

第１２条の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行による地方公務員法の一部改正に伴い、同法

を引用している規定を改正する必要があるので、この案を提出する。  
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議案第６０号  

上尾市税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市税条例の一部を改正する条例  

上尾市税条例（昭和３０年上尾市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。  

第２４条第１項中「によって」を「により」に改め、同項第２号中「又は

寡夫」を「、寡夫又は単身児童扶養者」に、「１２５万円」を「１３５万円」

に改め、同条第２項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を

加える。  

第３３条の２中「扶養控除額を、」の次に「前年の合計所得金額が２，５

００万円以下である」を加える。  

第３３条の６中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得金額が２，５

００万円以下である所得割の納税義務者」に改め、同条第１号ア及び第２号

ア中「においては」を「には」に改める。  

第３６条の２中第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、第６項を第７

項とし、第５項の次に次の１項を加える。  

６  第１項又は前項の場合において、前年において支払を受けた給与で所得

税法第１９０条の規定の適用を受けたものを有する第２３条第１項第１号

に掲げる者が、第１項の申告書を提出するときは、法第３１７条の２第１

項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては、施行規則で

定める記載によることができる。  

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「同項の」を「同項に規定する」に改め、同項第３号

を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１号を加える。  

(3) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」

に改め、同条第１項中「第２０３条の５第１項」を「第２０３条の６第１項」

に改め、「ならない者」の次に「又は法の施行地において公的年金等（同法
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第２０３条の３第７号に規定する確定給付企業年金等及び同法第２０３条の

７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。）の支払を

受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若し

くは単身児童扶養者である者」を加え、「同項の」を「同項に規定する」に、

「最初に同項に規定する」を「最初に」に改め、同項第３号を同項第４号と

し、同項第２号の次に次の１号を加える。  

(3) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合には、その旨  

第３６条の３の３第２項中「第２０３条の５第２項」を「第２０３条の６

第２項」に改め、同条第４項中「第２０３条の５第５項」を「第２０３条の

６第６項」に改める。  

第３６条の４第１項中「によって」を「により」に、「同条第７項」を

「同条第８項」に、「第８項」を「第９項」に改める。  

第５１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書

を加える。  

 ただし、減免を受けようとする事由が法第３２３条に規定する天災その

他特別の事情があることである場合にあっては、納期限の経過後市長の定

める日までの間、申請書を提出することができるものとする。  

第５１条第３項中「によって」を「により」に改める。  

第７１条第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のただし書

を加える。  

 ただし、減免を受けようとする事由が法第３６７条に規定する天災その

他特別の事情があることである場合にあっては、納期限の経過後市長の定

める日までの間、申請書を提出することができるものとする。  

第７１条第３項中「によって」を「により」に改める。  

第８９条第２項に次のただし書を加える。  

 ただし、減免を受けようとする事由が法第４６３条の２３に規定する天

災その他特別の事情があることである場合にあっては、納期限の経過後市

長の定める日までの間、申請書を提出することができるものとする。  

第１３１条の３第２項中「によって」を「により」に改め、同項に次のた

だし書を加える。  

 ただし、減免を受けようとする事由が法第６０５条の２に規定する天災
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その他特別の事情があることである場合にあっては、納期限の経過後市長

の定める日までの間、申請書を提出することができるものとする。  

第１３１条の３第３項中「によって」を「により」に改める。  

附則第５条第１項中「得た金額」の次に「に１０万円を加算した金額」を

加える。  

附則第６条中「平成３４年度」を「令和４年度」に改める。  

附則第７条の３の２第１項中「平成４１年度」を「令和１５年度」に、

「平成３１年」を「令和３年」に改める。  

附則第８条第１項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。  

附則第１０条の２第１項から第３項までの規定中「平成３２年３月３１日」

を「令和２年３月３１日」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３３年３

月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め、同条第６項及び第１２項から

第２３項までの規定中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月３１日」

に改め、同条第２４項から第２７項までの規定中「平成３３年３月３１日」

を「令和３年３月３１日」に改める。  

附則第１１条の見出し中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。  

附則第１１条の２中「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。  

附則第１２条（見出しを含む。）、第１２条の２、第１３条（見出しを含

む。）及び第１３条の３中「平成３２年度」を「令和２年度」に改める。  

附則第１５条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第

２項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改める。  

附則第１６条の５（見出しを含む。）、第１６条の６、第１６条の７（見

出しを含む。）、第１６条の９並びに第１７条の２第１項及び第２項中「平

成３２年度」を「令和２年度」に改める。  

附則第２２条第２項中「平成３３年度」を「令和３年度」に改める。  

附則第２３条中「平成３５年度」を「令和５年度」に改める。  

附  則  

（施行期日）  

第１条  この条例は、令和２年１月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第５１条第２項及び第３項並びに第７１条第２項及び第３項の改正規
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定、第８９条第２項にただし書を加える改正規定並びに第１３１条の３

第２項及び第３項の改正規定並びに附則第６条、第８条第１項、第１０

条の２、第１１条の見出し、第１１条の２、 第１２条（見出しを含

む。）、第１２条の２、第１３条（見出しを含む。）、第１３条の３、

第１５条第１項及び第２項、第１６条の５（見出しを含む。）、第１６

条の６、第１６条の７（見出しを含む。）、第１６条の９、第１７条の

２第１項及び第２項、第２２条第２項並びに第２３条の改正規定並びに

附則第３条から第５条までの規定  公布の日  

(2) 第２４条、第３３条の２及び第３３条の６の改正規定並びに附則第５

条の改正規定並びに次条第５項の規定  令和３年１月１日  

（経過措置）  

第２条  別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の上尾市税条

例（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令

和２年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３１年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例による。  

２  新条例第３６条の２第６項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行

日」という。）以後に令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係る申告

書を提出する場合について適用し、施行日前に当該申告書を提出した場合

及び施行日以後に平成３１年度分までの個人の市民税に係る申告書を提出

する場合については、なお従前の例による。  

３  新条例第３６条の３の２第１項（第３号に係る部分に限る。）の規定は、

施行日以後に支払を受けるべき上尾市税条例第３６条の２第１項に規定す

る給与について提出する新条例第３６条の３の２第１項及び第２項に規定

する申告書について適用する。  

４  新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべ

き所得税法等の一部を改正する法律（平成３１年法律第６号）第１条の規

定による改正後の所得税法（昭和４０年法律第３３号。以下この項におい

て「新所得税法」という。）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等

（新所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）につい

て提出する新条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用

する。  
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５  前条第２号に掲げる改正規定による改正後の上尾市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。  

（上尾市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）  

第３条  上尾市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年上尾市条例第４

１号）の一部を次のように改正する。  

附則第６条第１４項の表中「平成３２年３月３１日」を「令和２年３月

３１日」に改める。  

第４条  上尾市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年上尾市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。  

附則第４条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第

３項中「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改める。  

第５条  上尾市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年上尾市条例第３

１号）の一部を次のように改正する。  

附則第１条第４号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」

に改め、同条第５号中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」

に改め、同条第６号中「平成３４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」

に改める。  

附則第８条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」

に改め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」

に改め、同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」

に改め、同条第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改

める。  

附則第１０条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１

日」に改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月

１日」に改め、同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月

３１日」に改め、同条第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条

例」に改める。  
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提案理由  

地方税法及び同法施行令の一部改正に伴い、個人市民税に関し、非課税

要件を改めるとともに、新たに基礎控除等の適用に所得制限を設けたいの

で、この案を提出する。   
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議案第６１号  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市国民健康保険税条例の一部を改正する条例  

上尾市国民健康保険税条例（昭和３０年上尾市条例第５１号）の一部を次

のように改正する。  

第２条第２項ただし書及び第１９条中「５８万円」を「６１万円」に改め

る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市国民健康保険税条例の規定は、令和２年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成３１年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

地方税法施行令に規定されている賦課限度額を踏まえ、本市における国

民健康保険税の賦課限度額を引き上げたいので、この案を提出する。  
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議案第６２号  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴

収条例の一部を改正する条例  

上尾市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料徴収条

例（平成２８年上尾市条例第３２号）の一部を次のように改正する。  

別表２の項中「次に掲げる額」を「一の建築物ごとに次に掲げる額」に改

め、同表４の項中「次に掲げる額」を「一の建築物ごとに次に掲げる額」に

改め、「金額」の次に「。ただし、新たに追加される建築物については、２

の項の手数料の金額の欄に定める額とする。」を加える。  

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正を踏まえ、

建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料等の計算単位を改めた

いので、この案を提出する。  
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議案第６３号  

上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市立学校設置条例の一部を改正する条例  

上尾市立学校設置条例（昭和３９年上尾市条例第１１号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第１条中「幼稚園、」を削る。  

第２条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とする。  

附  則  

 （施行期日）  

第１条  この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

 （上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の廃止）  

第２条  上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例（平成２７年上尾市条

例第１２号）は、廃止する。  

 （上尾市立幼稚園の利用者負担額に関する条例の廃止に伴う経過措置）  

第３条  この条例の施行前に上尾市立幼稚園で受けた子ども・子育て支援法

（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項若しくは第２８条第１項第１

号の規定による特定教育・保育（教育に限る。）又は同項第３号の規定に

よる特別利用教育に対する利用者負担額の徴収については、なお従前の例

による。  

 （上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部改正）  

第４条  上尾市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償

に関する条例（昭和４３年上尾市条例第７号）の一部を次のように改正す

る。  

  第１条中「幼稚園、」を削る。  
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提案理由  

  上尾市立平方幼稚園の園児数の減少及び市内民間幼稚園・認定子ども園

の配置状況等、上尾市立平方幼稚園を取り巻く状況を総合的に勘案して同

幼稚園を廃止したいので、この案を提出する。  

 

  

-22-



 

議案第６４号  

上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市平塚サッカー場条例の一部を改正する条例  

上尾市平塚サッカー場条例（平成１７年上尾市条例第５０号）の一部を次

のように改正する。  

第３条中「午後５時（日没の時刻が、午後５時前であるときは、当該日没

の時刻）」を「午後９時」に改める。                      

 第４条第１項及び第９条中「の施設」を削る。  

 第１１条中「当該利用に係る施設等」を「平塚サッカー場」に改める。  

 別表中備考以外の部分を次のように改める。  

別表（第８条関係）  

利用区分／利用単位  使用料の額  

午前１  午前２  午後  夜間１  夜間２  

サ ッ

カ ー

場  

一般・

学生  

全面  7,200 円  7,200 円  7,200 円  4,800 円  4,800 円  

半面  3,600 円  3,600 円  3,600 円  2,400 円  2,400 円  

児童・

生徒  

全面  3,600 円  3,600 円  3,600 円  2,400 円  2,400 円  

半面  1,800 円  1,800 円  1,800 円  1,200 円  1,200 円  

夜  間  

照  明  

設  備  

全点灯  １時間につき１，６００円  

１／２点灯  １時間につき８００円  

 別表備考第１号中「をいう」を「を、夜間１とは午後５時から午後７時ま

でを、夜間２とは午後７時から午後９時までをいう」に改め、同表備考第３

号中「。以下同じ」を削り、「使用料は」を「使用料の額は」に改め、「施

設の」を削り、同表備考第４号中「利用者」を「利用権利者」に、「使用料

は」を「使用料の額は」に改め、「施設の」を削る。  

附  則  

 （施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。   
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（経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市平塚サッカー場条例の規定は、令和２年

４月１日以後の上尾市平塚サッカー場の利用について適用し、同日前の上

尾市平塚サッカー場の利用については、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市平塚サッカー場の改修に伴い、利用時間、使用料の額等を改めた

いので、この案を提出する。  
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議案第６５号  

上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市自然学習館条例の一部を改正する条例  

上尾市自然学習館条例（平成１１年上尾市条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。  

別表に次のように加える。  

和室  １５０円  ２００円  １５０円  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和２年２月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例による改正後の上尾市自然学習館条例別表の規定は、令和２年

４月１日以後の和室の利用から適用する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市手数料・使用料等の適正化に関する基本方針に基づき、上尾市自

然学習館の和室の使用料を新たに設定したいので、この案を提出する。  
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議案第６６号  

上尾市建築審査会条例の一部を改正する条例の制定について  

上尾市建築審査会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

  令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

上尾市建築審査会条例の一部を改正する条例  

上尾市建築審査会条例（昭和６２年上尾市条例第２２号）の一部を次のよ

うに改正する。  

第２条中「７人」を「５人」に改める。  

附  則  

この条例は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市建築審査会委員の定数を変更したいので、この案を提出する。  
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議案第６７号  

専決処分の承認を求めることについて  

平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項本文の規定により別紙のとお

り専決処分したので、その承認を求める。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

令和元年台風第１９号により土砂等が流入した平方土地改良区の農地に

ついて、その復旧工事に早期に着手するため、当該工事の調査設計費を計

上した平成３１年度上尾市一般会計補正予算（第５号）を緊急に編成する

必要が生じ、令和元年１１月２７日専決処分したので、地方自治法第１７

９条第３項の規定により、この案を提出する。  
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議案第６８号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市児童館アッピーランド  

２  指定管理者となる団体  

  東京都国分寺市光町二丁目５番地１  

  株式会社こどもの森  

   代表取締役  久  芳  敬  裕  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市児童館アッピーランドの管理に関し、指定管理者を指定したいの

で、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第６９号  

   公の施設の指定管理者の指定について  

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定することについて、議決を求め

る。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

 記  

１  指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称  

  上尾市児童館こどもの城  

２  指定管理者となる団体  

  上尾市大字菅谷１６番地  

  公益財団法人上尾市地域振興公社  

   理事長  畠  山   稔  

３  指定の期間  

  令和２年４月１日から令和７年３月３１日まで  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市児童館こどもの城の管理に関し、指定管理者を指定したいので、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、この案を提出する。  
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議案第７０号  

町の区域を新たに画し、及び変更することについて  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、

上尾市内の町の区域を別紙変更調書１及び変更調書２のとおり新たに画し、

及び変更するものとする。  

令和元年１２月１１日提出  

上尾市長   畠  山   稔  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾都市計画事業大谷北部第四土地区画整理事業の施行により現行の字

界では行政執行上及び土地の維持管理上支障が生じるため、当該事業の施

行区域及びその周辺区域について、町の区域を新たに画し、及び変更する

こととしたいので、この案を提出する。  
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別紙  

変 更 調 書 １ 

 

壱丁目東を画する区域  

大字壱丁目字新田前１２４の１、１２５の１、１２６の１、１２６の３、

１２７の１、１２７の２の一部、１２７の３、１２７の６、１２７の７、１

２８の１、１２８の５、１２８の６、１２９の１、１２９の４、１３０の２、

１３０の３、１３５の２、１３６の２、１３７の２、１３９の５、大字壱丁

目字東原１４１の１、１４１の２、１４２の１、１４２の１の１の２、１４

２の１の２、１４２の２、１４２の５、１４２の７、１４２の１５、１４３

の２、１４３の３、１４５、１４６、１４７の１から１４７の４まで、１４

８の１、１４８の２、１４９から１５７まで、１５８の１から１５８の６ま

で、１５９、１６０の１から１６０の４まで、１６１の１、１６１の２、１

６２、１６３の１から１６３の３まで、１６４の１、１６４の２、１６５、

１６６の１から１６６の７まで、１６７の１から１６７の６まで、１６８、

１６９の１、１６９の２、１７０、１７１の１から１７１の３まで、１７２、

１７３の１、１７３の３から１７３の５まで、１７３の７から１７３の１６

まで、１７４、１７５の１、１７５の２、１７６から１７８まで、１７９の

２、１７９の２０から１７９の２８まで、１８０の１から１８０の５まで、

１８２の２、１８２の３、１８２の１０から１８２の１２まで、１８３の１、

１８３の５、１８３の７、１８３の９、１８３の１１、１８３の１３、１８

３の１５、１８３の１７から１８３の２６まで、１８３の２８、１８３の２

９、１８４の４から１８４の６まで、１８４の４０から１８４の４２まで、

１８４の４５、１８４の４６、１８５の１、１８５の２、１８６の１、１８

６の３、１８８の１、１８８の４、１８８の６、１８８の６０から１８８の

６２まで、１８９の１、１８９の２、１９０、１９１の１、１９１の２、１

９２、１９３の１、１９３の２、大字壱丁目字中１９４の１、１９４の２、

１９４の４から１９４の７まで、１９６の３、１９６の４、１９６の９から

１９６の１２まで、１９７の１、１９７の２、１９７の５から１９７の１３

まで、１９８の２、１９８の３、１９８の４の一部、１９８の５、１９８の

１０の一部、１９８の１１、１９８の１２、１９８の１３の一部、１９８の
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１４、大字壱丁目字宮前４２５の１から４２５の８まで、４２５の９の一部、

４２５の１１から４２５の１３まで、４２６の１の一部、４２６の２、４２

６の５から４２６の１５まで、４２７の１、４２８、４２９、４３０の１か

ら４３０の６まで、４３１の１、４３１の１５、４３１の２２から４３１の

２８まで、４３１の３４、４３１の５１から４３１の５４まで、４３２の２

から４３２の４まで、４３３の１から４３３の５まで、４３４の１から４３

４の４まで、４３５の２、４３８の１、４３８の２、４３９の１から４３９

の７まで、４４０の２、４４１の１から４４１の３まで、４４１の５、４４

１の７から４４１の９まで、４４１の２１から４４１の２３まで、４４２の

１から４４２の９まで、４４３の１から４４３の６まで、４４４の１から４

４４の５まで、４４５の１から４４５の３までの各一部、４４６の１２の一

部、４４６の１３の一部、４４７の１、４４７の１２の一部、４４８の１か

ら４４８の３までの各一部、４４９の一部、４５０の一部、４５１の６の一

部、大字向山字新田５３０の一部、５３１の１の一部、５３５の１から５３

５の４までの各一部、５３６の１の一部、５３６の２から５３６の１２まで、

５３７の１から５３７の８まで、５３８の一部、５３９の５から５３９の７

までの各一部、５３９の１５から５３９の２０までの各一部、５４９の２の

一部、５４９の１３の一部、５４９の１５、５４９の５０、５５７の９、５

５７の１０の一部、５５８の１の一部、大字大谷本郷字北久保６９２の１、

６９３の２の一部、６９３の３の一部、６９３の６の一部及びこれらの区域

に介在する道路である公有地の全部  

 

壱丁目西を画する区域  

大字壱丁目字中２００の３の一部、２０１の１、２０１の２、２０１の５、

２０１の１３から２０１の１８まで、２０１の１９の一部、２０１の２０、

２０１の２１、２１７の１の一部、２１７の４の一部、大字壱丁目字愛宕前

２６７の３の一部、２６８の一部、２６９の１の一部、２６９の２、２６９

の３、２６９の４から２６９の６までの各一部、２６９の７から２６９の９

まで、２７０の１８の一部、２７１から２７３までの各一部、２７４から２

７８まで、２７９の１の一部、２７９の２の一部、２８０、２８１の１、２

８１の２、２８２の１、２８２の２、２８３の１、２８３の２、２８４の１、
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２８４の２、２８５の１、２８５の２、２８６の１、２８６の２、２８７の

１から２８７の５まで、２８８、２８９、２９０の１、２９０の２の一部、

２９０の３から２９０の５まで、２９１、２９２の１、２９２の２、２９３、

２９４、２９５の１、２９５の２、２９６の１、２９６の２、２９７、２９

８の１、２９８の２、２９９の１、２９９の２、３００の２、３００の３、

３００の４の一部、３００の５、３００の７から３００の９まで、３００の

２２、３００の２３、３００の３３、３００の３７、３００の３８、３０１

の１の一部、３０１の３の一部、３０２の１から３０２の４まで、３０２の

６、３０２の７、３０３の１、３０３の２、３０３の４から３０３の９まで、

３０４の１から３０４の７まで、３０５の２から３０５の９まで、３０５の

１１、３０５の１２、３０５の１４から３０５の２０まで、３０７の１、３

０７の３、３０８の１から３０８の１１まで、３０９の１から３０９の４ま

で、３１０の１、３１０の２、３１１、３１２の１から３１２の３まで、３

１３、３１４の１から３１４の３まで、３１５の１から３１５の１０まで、

３１６、３１７の１、３１７の２、３１８の１から３１８の３まで、３１９

の１、３２０の１、３２１の１、３２２の４、３２２の５、３２３の１、３

２４の１から３２４の４まで、３２５の１、３２５の２、３２６の１、３２

６の２、３２７の１から３２７の８まで、３２８の１、３２８の２、３２８

の５、３２８の６、３３９の３、大字小敷谷字木戸４８の一部、７５の一部

及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の一部  

 

壱丁目南を画する区域  

大字壱丁目字新田前５４の１、５４の８、５４の１０から５４の２０まで、

５７の１、５７の４から５７の８まで、５８の１、５８の２、５８の４から

５８の１０まで、５９の１、５９の４、６０の４、６１、６２の１、６２の

２、６３から６５まで、６６の１、６６の２、６７から７８まで、７８の２、

７９の３から７９の１５まで、８０から８４まで、８５の１、８６の１、８

６の２、８６の２８、８６の３５、８６の３６、８６の３８、８７の１、８

８の１、８９の１、８９の２、９０の１、９０の２、９１の１、９１の４、

９２の１、９２の１０から９２の１８まで、９３、９４の１から９４の１２

まで、９５の１、９５の２、９７の１、９７の２、９８の１、９８の２、９
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９の１から９９の５まで、１００の１から１００の６まで、１０１の１から

１０１の３まで、１０２から１０４まで、１０５の１から１０５の７まで、

１０６、１０７、１０８の１から１０８の１７まで、１０９の１から１０９

の１４まで、１１０の１から１１０の３まで、１１１から１１４まで、１１

５の１、１１５の３、１１６の１、１１６の３、１１７の１、１１７の３、

１２７の２の一部、１２７の５、１３２の１、１３３の１、１３３の３から

１３３の６まで、１３４の１、１３４の３、１３７の３、１３８の１、１３

８の３から１３８の６まで、大字壱丁目字中２００の１、２００の３の一部、

２０１の１９の一部、２０３の１、２０３の３から２０３の１８まで、２０

４の１、２０５の１、２０６の１、２０７の１、２０８、２０９の１、２０

９の２、２１０、２１１の１０、２１２の１０、２１３の１の１、２１３の

１の２、２１３の２から２１３の５まで、２１４の１、２１４の２、２１５

の１、２１５の２、２１６の１、２１６の７、２１６の１７、２１７の１の

一部、２１７の４の一部、２１７の５、２１８から２２２まで、２２３の１

２、２２４の１３、２２５の１、２２５の２、２２６から２２８まで、２２

９の１から２２９の４まで、２３０の１から２３０の８まで、２３１から２

３３まで、２３４の１、２３４の２、２３５、２３６の１から２３６の５ま

で、２３７から２４０まで、２４１の１、２４１の２、２４２の１、２４２

の２、２４３の１から２４３の７まで、２４４、２４５の１、２４５の２、

２４６、２４７の１から２４７の３まで、２４８から２５３まで、２５４の

１、２５４の２、２５４の４から２５４の８まで、２５５の１、２５５の７

から２５５の１３まで、２５７の９、２５８の１、２５９、２６０の２、２

６０の４から２６０の７まで、２６０の１１、２６０の１９から２６０の２

２まで、２６１の２、２６１の３、大字壱丁目字愛宕前２６２の１から２６

２の３まで、２６３の１の一部、２６３の２、２６４の２、２６５の２、２

６５の７、２６６の７、２６６の９、２６６の１９から２６６の２３まで、

２６６の３０、２６７の１、２６７の２、２６７の３の一部、２６８の一部、

２６９の１の一部、２６９の４から２６９の６までの各一部、２７０の１０、

２７０の１８の一部、２７１の一部、２７２の一部、２７９の１の一部、２

７９の２の一部、２７９の３、２８１の３、２８２の３、２８３の３、大字

小敷谷字木戸１の４１の一部、大字地頭方字三ツ塚４０７の１、４０７の３、
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４０７の５及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路である公有地の全部  

 

壱丁目北を画する区域  

大字壱丁目字中１９８の４の一部、１９８の１０の一部、１９８の１３の

一部、大字壱丁目字愛宕前３３０の２、３３０の４、３３０の６、３３０の

７、３３０の９、３３０の１０、３３０の１４、３３０の１６、３３０の１

７、３３２の１、３３３の１から３３３の３まで、３３３の７、３３３の８、

３３３の１０から３３３の１４まで、３３３の１８から３３３の２０まで、

３３４の１から３３４の４まで、３３５の１、３３６の１、３３７の１から

３３７の１０まで、３３８の１、３３９の１、３３９の４から３３９の８ま

で、３４０の１から３４０の９まで、３４１の１から３４１の３まで、３４

２の１から３４２の１３まで、３４４の１、３４５の１、３４６の１から３

４６の３まで、３４６の６から３４６の１２まで、３４６の１５から３４６

の１９まで、３４６の２１、３４６の２８から３４６の３５まで、３４６の

４８、３４７の１、大字壱丁目字宮前４０２の１５、４０２の２３、４０２

の２６、４０２の３０、４０３の１、４０３の２、４０３の１１から４０３

の１５まで、４０３の２３から４０３の２６まで、４０５の１から４０５の

４まで、４０６の１、４０６の１０、４０６の１４、４０７の１から４０７

の３まで、４０８の１、４０８の３、４１０の９、４１３の３、４１３の４、

４１３の１０から４１３の１２まで、４１３の３０、４１３の３６、４１３

の３７、４１３の５４から４１３の５９まで、４１５の１から４１５の３ま

で、４１６、４１７の１から４１７の９まで、４１８の１から４１８の４ま

で、４１９の１から４１９の４まで、４２０の１、４２０の５から４２０の

１２まで、４２０の１４、４２１の１、４２１の４から４２１の７まで、４

２２の２、４２２の４、４２２の６、４２２の１６から４２２の１８まで、

４２３の１から４２３の３まで、４２４の１から４２４の６まで、４２５の

９の一部、４２５の１０、４２６の１の一部、４２６の３、４２６の４、４

４５の１から４４５の３までの各一部、４４６の１から４４６の１１まで、

４４６の１２の一部、４４６の１３の一部、４４６の１４から４４６の１６

まで、４４７の２、４４７の４から４４７の１１まで、４４７の１２の一部、

４４７の１３から４４７の２０まで、４４８の１から４４８の３までの各一

-40-



 

部、４４９の一部、４５０の一部、４５１の１から４５１の５まで、４５１

の６の一部、４５１の７から４５１の２４まで、４５２の２から４５２の１

０まで、４５３の４、４５３の６、４５３の７、４５３の９から４５３の１

１まで、４５４の１２から４５４の１４まで、４５５の７から４５５の９ま

で、４５５の１３、４５５の１４、４５５の２３、４５５の２７、４５５の

３０、４５５の５４から４５５の５８まで、４５６の１から４５６の３まで、

４５６の５から４５６の１１まで、４５８の７、４５９の３、４５９の４、

４６０の２、４６０の４、４６０の７、４６０の８、４６２の１、４６３の

３、４６６の１９、４６６の２０の一部、４６７の１から４６７の３まで、

４６７の７、４６８の１から４６８の３まで、４６９の１、４６９の２、４

７０の１、４７０の３から４７０の５まで、４７０の６の一部、４７０の７

から４７０の９まで、４７１の１の一部、４７１の３、４７１の４、４７２、

４７３の一部、４７４の１から４７４の４まで、４７５、４７６の１から４

７６の７まで、４７７、４７８の１から４７８の８まで、４７９の１、４７

９の３、４７９の４、４７９の６から４７９の８まで、４７９の１０から４

７９の１３まで、４７９の１５、４７９の１６、４８０の１の一部、４８０

の２の一部、４８０の３、４８０の４、４８１の２、４８２の７、４８２の

１２から４８２の１４まで、４８２の１７、４８２の１８、４８２の２６、

４８３の１、大字向山字新田５３１の１の一部、５３２の３７、５３２の３

８、５３５の１から５３５の４までの各一部、５３６の１の一部、大字今泉

字稲荷前２２１の４、２５５の２８、２５８の２、２５９の一部、２６２の

１、２６２の４、２６２の４７、大字今泉字台下６０９の２の一部及びこれ

らの区域に隣接介在する道路である公有地の一部  

 

向山五丁目を画する区域  

大字向山字新田５２６の１、５２６の１０から５２６の１２まで、５２７

の１、５２７の２、５２７の７から５２７の１２まで、５２８、５２９の１

から５２９の４まで、５３０の一部、５３１の１の一部、５３１の２から５

３１の４まで、５３８の一部、５３９の１から５３９の４まで、５３９の５

から５３９の７までの各一部、５３９の８から５３９の１４まで、５３９の

１５から５３９の２０までの各一部、５４０の１から５４０の２３まで、５
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４１、５４２の１、５４２の２、５４３の６、５４３の７、５４８の７、５

４８の８、５４８の１３、５４９の２の一部、５４９の１３の一部、５５６

の１から５５６の７まで、５５６の１０、５５７の１から５５７の８まで、

５５７の１０の一部、５５８の１の一部、５５８の２、５５９の１から５５

９の３３まで、５６１の１、５６１の１０、５６１の１８、５６１の２５、

５６２の１、大字今泉字稲荷前２５５の３の一部、大字今泉字台下６０７の

２８、６０７の２９、６０７の４４、６０７の４８、６０７の５４、６０８

の１、６０８の２、６０８の３から６０８の５までの各一部、６０９の１の

一部、６０９の２の一部、大字大谷本郷字北久保６９３の２の一部、６９３

の３の一部、６９３の６の一部、大字川字新田３２２の２、３２３の２、３

２６の１、３２７、３２８の１、３２８の４、３２８の５、３２８の７から

３２８の１５まで及びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の一部  

 

今泉四丁目を画する区域  

大字壱丁目字宮前４７１の１の一部、４７３の一部、４８０の１の一部、

４８０の２の一部、大字今泉字稲荷前２５５の３の一部、２５９の一部、大

字今泉字台下６０８の３から６０８の５までの各一部、６０９の１の一部、

６０９の２の一部、大字川字䑓辻２８７の９及びこれらの区域に隣接介在す

る道路である公有地の全部  

 

大字小敷谷字木戸に編入する区域  

大字壱丁目字愛宕前２６３の１の一部、２７１から２７３までの各一部及

びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部  

 

大字小敷谷字原通に編入する区域  

大字壱丁目字愛宕前２９０の２の一部、３００の４の一部、３０１の１の

一部、３０１の２、３０１の３の一部及びこれらの区域に隣接介在する道路

である公有地の全部  

（令和元年９月１日調査）  
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別紙  

変 更 調 書 ２ 

 

壱丁目東を画する区域  

大字壱丁目字東原１４２の６、１４２の１６から１４２の２４まで、１４

４の１、１４４の２、１４４の４から１４４の６まで、１７９の１、１７９

の４から１７９の１９まで、１８１の１から１８１の１９まで、１８２の１、

１８２の４から１８２の６まで、１８２の８、１８２の９、１８２の１３か

ら１８２の１５まで、１８３の２から１８３の４まで、１８３の６、１８３

の８、１８３の１０、１８３の１２、１８３の１４、１８３の１６、１８３

の２７、１８３の３０、１８４の２、１８４の７から１８４の１０まで、１

８４の１２から１８４の２４まで、１８４の２７から１８４の３７まで、１

８４の３９、１８６の２、１８６の４から１８６の１３まで、１８７の１か

ら１８７の２０まで、１８７の２４から１８７の２７まで、１８８の２、１

８８の３、１８８の５、１８８の７から１８８の２１まで、１８８の２３か

ら１８８の５７まで、１８８の５９、大字壱丁目字宮前４３１の２、４３１

の３、４３１の５から４３１の１０まで、４３１の１６から４３１の２１ま

で、４３１の２９から４３１の３３まで、４３１の３５から４３１の５０ま

で、４４１の４、４４１の１０から４４１の２０まで、大字向山字新田５４

９の４７から５４９の４９まで、大字大谷本郷字北久保６９２の４、６９３

の１及びこれらの区域に介在する道路である公有地の全部  

 

壱丁目西を画する区域  

大字壱丁目字中１９８の７から１９８の９まで、１９９、２００の２、大

字壱丁目字愛宕前３００の１、３００の６、３００の１０から３００の２１

まで、３００の２４から３００の３２まで、３００の３６、３０１の４から

３０１の６まで、３０２の５、３０３の３、３０５の１、３０５の１０、３

０５の２１、３０６、３０７の２、３１９の２、３２０の２、３２０の３、

３２１の２から３２１の５まで、３２２の１から３２２の３まで、３２３の

２、３２８の３、３２８の４、３２９の１、３２９の２、３３０の１、３３

０の３、３３０の５、３３０の１１から３３０の１３まで、３３０の１５、
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３３１の１、３３１の２、３３２の２から３３２の６まで、３３３の５、３

３３の６、３３３の９、３３３の１５から３３３の１７まで、３３５の２、

３３６の２、３３８の２、３３９の２、３４１の４、３４２の１４、３４３、

３４４の２、３４５の２、３４６の３６から３４６の３９まで、３４７の２

及びこれらの区域に隣接介在する道路である公有地の全部  

 

壱丁目南を画する区域  

大字壱丁目字新田前５４の２、５４の７、５４の９、５５の１、５５の３、

５５の６、５５の８から５５の１４まで、５５の１６から５５の２５まで、

５７の３、５９の２、５９の３、５９の５、５９の６、６０の１から６０の

３まで、８６の４から８６の６まで、８６の８、８６の１１から８６の１８

まで、８６の２２、８６の２３、８６の２９から８６の３４まで、８６の３

７、１１５の２、１１６の２、１１７の２、１１８の１から１１８の４まで、

１１９から１２３まで、１２４の２、１２５の２、１２６の２、１２７の２

の一部、１２７の４、１２８の２、１２８の３、１２９の２、１２９の３、

１３０の１、１３１、１３２の２、１３３の２、１３４の２、１３５の１、

１３６の１、１３７の１、１３８の２、１３８の９から１３８の１１まで、

１３９の１、１３９の２、１４０の１、大字壱丁目字東原１４１の５、大字

壱丁目字中１２８の４、１９４の３、１９５、１９６の１、１９６の２、１

９６の５から１９６の８まで、１９７の３、１９７の４、１９８の１、１９

８の６、２０１の３、２０１の４、２０１の６から２０１の１２まで、２０

３の２、２０４の２、２０５の２、２０６の２、２０７の２、２１１の１か

ら２１１の９まで、２１２の１から２１２の９まで、２１６の４から２１６

の６まで、２１６の８から２１６の１６まで、２１７の６、２１７の７、２

１７の９、２１７の１１、２１７の１３から２１７の１８まで、２２３の１

から２２３の１１まで、２２４の１から２２４の１２まで、２５４の３、２

５５の２、２５５の３、２５５の５、２５５の６、２５６の１から２５６の

１６まで、２５６の２０、２５６の２１、２５７の１から２５７の８まで、

２５８の２、２６０の１、２６０の３、２６０の８から２６０の１０まで、

２６０の１２から２６０の１８まで、２６１の１、２６１の４から２６１の

９まで、大字壱丁目字愛宕前２６４の１、２６４の３から２６４の１３まで、
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２６５の１、２６５の３から２６５の６まで、２６５の８から２６５の１７

まで、２６６の１から２６６の５まで、２６６の８、２６６の１０から２６

６の１８まで、２６６の２４、２６６の２６、２６６の２７、２６６の３２

から２６６の３４まで、２６６の３６、２６６の３８、２６６の４０から２

６６の４２まで、２７０の１から２７０の９まで、２７０の１１から２７０

の１７まで、２７０の１９から２７０の２１まで、大字地頭方字三ツ塚４０

１の１、４０１の６から４０１の１１まで、４０２の１、４０２の２、４０

３の１、４０３の２、４０４の１から４０４の５まで、４０５の１、４０６

の１から４０６の６まで、４０６の８及びこれらの区域に介在する道路であ

る公有地の全部  

 

壱丁目北を画する区域  

大字壱丁目字宮前４０２の１３、４０２の１６から４０２の２２まで、４

０２の２４、４０２の２５、４０２の２９、４０３の１０、４０３の１６か

ら４０３の２１まで、４０６の４から４０６の９まで、４０６の１１から４

０６の１３まで、４１０の１、４１０の２、４１０の１０から４１０の１４

まで、４１０の１６から４１０の２４まで、４１０の２６から４１０の２８

まで、４１０の３０から４１０の３９まで、４１０の４１から４１０の４３

まで、４１０の４５から４１０の９０まで、４１１の２、４１１の７から４

１１の１２まで、４１３の１３から４１３の２２まで、４１３の２４から４

１３の２６まで、４１３の２９、４１３の３１、４１３の３３から４１３の

３５まで、４１３の３８から４１３の４０まで、４１３の４２、４１３の４

４から４１３の４６まで、４１３の４８、４１３の５０から４１３の５３ま

で、４２２の３、４２２の５、４２２の７から４２２の１４まで、４５４の

２から４５４の１１まで、４５５の３、４５５の１０から４５５の１２まで、

４５５の１５、４５５の１７から４５５の２２まで、４５５の２４、４５５

の２８、４５５の２９、４５５の３１から４５５の５３まで、４５５の５９、

４５８の５、４５９の１、４５９の２、４６０の１、４６０の３、４６０の

５、４６０の６、４６０の９から４６０の１１まで、４６０の１３、４６０

の１４、４６１の１、４６４の３、４７９の２、４７９の５、４７９の９、

４７９の１４、４８１の１、４８２の１から４８２の６まで、４８２の８か
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ら４８２の１１まで、４８２の１５、４８２の１６、４８２の１９から４８

２の２５まで、４８３の２から４８３の６まで  

 

向山五丁目を画する区域  

大字壱丁目字東原１７９の３、大字向山字新田５２７の１３から５２７の

２６まで、５４８の１、５４８の９から５４８の１２まで、５４８の１５、

５４８の１７から５４８の２３まで、５４９の３、５４９の４、５４９の６

から５４９の９まで、５４９の１１、５４９の１２、５４９の１４、５４９

の１６、５４９の１８から５４９の４６まで、５４９の５１から５４９の５

４まで、５５０の６、５５０の８から５５０の２４まで、５５１の７から５

５１の９まで、５５６の１１から５５６の２１まで、５６０の１から５６０

の１１まで、５６０の１８から５６０の２１まで、５６１の２、５６１の４、

５６１の７、５６１の８、５６１の１１、５６１の２４、大字今泉字台下６

０７の１、６０７の４から６０７の１８まで、６０７の２７、６０７の３０

から６０７の３４まで、６０７の４３、６０７の４５から６０７の４７まで、

６０７の４９から６０７の５３まで及びこれらの区域に介在する道路である

公有地の全部  

 

今泉四丁目を画する区域  

大字今泉字稲荷前２２１の３、２２１の５から２２１の４３まで、２２１

の４５、２５５の１、２５５の２、２５５の４から２５５の２７まで、２５

５の２９から２５５の４２まで、２５８の３、２５８の７から２５８の１７

まで、大字向山字新田５３２の１から５３２の３６まで、大字川字䑓辻２８

８の５、２８９の１４、２８９の１５、２８９の１８から２８９の２３まで、

２８９の２６から２８９の６４まで、２８９の６６から２８９の７２まで、

２８９の７４から２８９の７６まで  

 

大字小敷谷字木戸に編入する区域  

大字壱丁目字中２６１の１０から２６１の１７まで  

（令和元年９月１日調査）  
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議案第７１号  

   監査委員の選任について  

 上尾市監査委員に下記の者を選任することについて、同意を求める。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔  

 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

    鈴  木   彬  

      ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

監査委員嶋田一孝氏の任期は、令和元年１２月３１日で満了となるが、

後任として鈴木彬氏を選任することについて同意を得たいので、地方自治

法第１９６条第１項の規定により、この案を提出する。  
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諮問第１号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  千  葉  ふ  み  子  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員千葉ふみ子氏の任期は、令和２年３月３１日で満了となる

が、同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委

員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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諮問第２号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  藤  波  政  明  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員藤波政明氏の任期は、令和２年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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諮問第３号  

   人権擁護委員の候補者の推薦につき議会の意見を求めることについて  

 下記の者を人権擁護委員の候補者として推薦したいので、議会の意見を求  

める。  

  令和元年１２月１１日提出  

                  上尾市長   畠  山   稔      

                 記  

 ○○○○○○○○○○○○  

  野  田   正  

   ○○○○○○○○○  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

人権擁護委員野田正氏の任期は、令和２年３月３１日で満了となるが、

同氏を再び人権擁護委員の候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

第６条第３項の規定により、議会の意見を求める。  
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